
 

 

令和６年 第２回 

掛川市・菊川市衛生施設組合議会臨時会会議録 

 

 

○議事日程  令和６年５月 22日（水） 午前９時 18分 開会 

 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

  日程第２ 会期の決定について 

    

日程第３ 議案第３号 環境資源ギャラリー可燃ごみ積替設備設置工事請負契約の締結について 

 

日程第４ 議案第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度掛川市・菊川市衛生 

施設組合会計補正予算（第１号）について 

 

 

○本日の会議に付した事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・議事日程に掲げた事件に同じ 

 

○出席議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・議員出席表のとおり 

 

○説明のため出席した者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出席表のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

議 事 
午前 ９時 18分 開会  

○議長（山本 裕三）開議に先立ちまして、私から諸般のご報告を申し上げます。本日の出席議員は、10名

であります。所定の定足数に達しておりますので、これより令和６年第２回掛川市・菊川市衛生施設組合

議会臨時会を開会いたします。 

○議長（山本 裕三）これより会議を開きます。 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（山本 裕三）日程第１「会議録署名議員の指名について」を行います。会議規則第 81条の規定に基

づき、議長において、５番 鈴木久裕議員、10 番 横山隆一議員を指名いたします。 

     日程第２ 会期の決定について 

○議長（山本 裕三）続いて、日程第２「会期の決定について」を議題といたします。お諮りいたします。本

臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

○議長（山本 裕三）ご異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は、本日１日限りと決定いたしました。 

     日程第３ 議案第３号 

○議長（山本 裕三）次に、日程第３ 議案第３号「環境資源ギャラリー可燃ごみ積替設備設置工事請負契約

の締結について」を議題といたします。 

提案者より、提案理由の説明を求めます。管理者 久保田 掛川市長。 

○管理者（掛川市長 久保田 崇）議案第３号「環境資源ギャラリー可燃ごみ積替設備設置工事請負契約の締

結について」をご説明申し上げます。議案書の４ページをご覧ください。環境資源ギャラリー可燃ごみ積

替設備設置工事請負契約の締結につきましては、掛川市・菊川市衛生施設組合議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、請負契約を締結するため、地方自治法第 

96 条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

詳細につきましては全員協議会においてご説明しておりますので、補足説明は省略させていただきます。

よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

○議長（山本 裕三）以上で、説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

【「なし」との声あり】 

○議長（山本 裕三）質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 

○議長（山本 裕三）これより討論に入ります。討論ありませんか。 

【「なし」との声あり】 

○議長（山本 裕三）討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 

○議長（山本 裕三）これより議案第３号について、採決いたします。 

原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 



 

 

【賛成者挙手】 

○議長（山本 裕三）挙手多数にて、本案は原案のとおり可決することに決定しました。 

日程第４ 議案第４号 

○議長（山本 裕三）次に、日程第４ 議案第４号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といたし

ます。 

提案者より、提案理由の説明を求めます。管理者 久保田 掛川市長。 

○管理者（掛川市長 久保田 崇）議案第４号「専決処分の承認を求めることについて」をご説明申し上げま

す。議案書の６ページをご覧ください。専決処分の承認を求めることにつきましては、地方自治法第 179 条第

１項の規定により令和６年度掛川市・菊川市衛生施設組合会計補正予算・第１号について、令和６年４月１日

付けをもって専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでありま

す。詳細につきましては、全員協議会においてご説明いたしておりますので、補足説明は省略させていた

だきます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

○議長（山本 裕三）以上で、説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

【「なし」との声あり】 

○議長（山本 裕三）質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 

○議長（山本 裕三）これより討論に入ります。討論ありませんか。 

【「なし」との声あり】 

○議長（山本 裕三）討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 

○議長（山本 裕三）これより議案第４号について、採決いたします。 

原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

【賛成者挙手】 

○議長（山本 裕三）挙手多数にて、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

○議長（山本 裕三）以上で、本日の日程全部を終了いたしました。 

これにて、令和６年第２回 掛川市・菊川市衛生施設組合議会臨時会を閉会いたします。 

皆様のご協力に深く感謝申し上げます。 

午前 ９時 23分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

〔 署 名 〕 

 

以上、地方自治法第１２３条第１項の規定によりここに署名する。 

 

令和 ６ 年   月   日 

 

掛川市・菊川市衛生施設組合議会議長  山 本 裕 三   

 

 

 

〔 署 名 議 員 〕 

 

掛川市・菊川市衛生施設組合議会議員  鈴 木 久 裕   

 

 

掛川市・菊川市衛生施設組合議会議員  横 山 隆 一   

 


